


北村：　本日は、小川署長にはご多用の中、公益社団法人

高岡法人会の広報誌インタビューをお受けいただき、

ありがとうございます。

　広報委員会では、署長の

人となりを会員に知ってい

ただくため、107 号からイ

ンタビュー形式に取り組ん

でおり、小川署長にご協力

をお願いした次第です。

　今回のインタビューは、

令和８年１月発行の「ほう

じんＨＩＴ」127 号に掲載

いたしますので、よろしくお願いします。

　　　　初めに、出身地、経歴等も含めて自己紹介をお願

いします。

署長：　出身は、福井県敦賀市です。敦賀市は、一昨年３月

に北陸新幹線が敦賀まで延伸され、全国でも特に東京

駅でも「敦賀」の文字も見かけるようになり、“つるが”

と読んでもらえるようになったと思っています。

　　　　敦賀は、福井県のほぼ中央、嶺南地方と嶺北地方

の境に位置し、南は滋賀県と接しており、昔は、港

と歴史と鉄道の町として栄えたところです。

　　　　港では、江戸時代に北前船が出航して、北陸の米

や関西地方や琉球王国向けの北海道産のニシンや昆

布など主要な物産が運ばれ、後に鉄道の開通により

発展していきました。
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　今でも敦賀は「おぼろ昆

布」の一大産地となってい

ます。

　鉄道は、日本では新橋・

横浜間が最初に開通しまし

たが、敦賀港から長浜駅も

全国でも早い時期に開通し

ており、1912 年には新橋駅

に繋がり、敦賀港からロシ

ア帝国（当時）のウラジオストクへの定期航路が運

行され、船で列車を運んで、シベリア鉄道経由で西

ヨーロッパ各国まで半月で結んでいたというような

鉄道の街でもあります。

　　　　歴史としては、織田信長が越前の朝倉氏を攻撃し

ようと敦賀の金ヶ崎城を落城させたところで、同盟

関係にあった浅井長政に裏切られ、決死の撤退戦を

強いられた「金ヶ崎の退き口」において、窮地を救っ

た明智光秀・豊臣秀吉の殿 ( しんがり ) の地としても

知られています。

　　　　また、戦国時代の武将として「義の武将」の名で

親しまれる大谷吉継は、敦賀城主として 11 年間も治

世を行いました。関ヶ原の戦いで石田三成との友情

を貫いた美談で有名です。

　　　　他には、越前の国一ノ宮と定められた日本の三大

鳥居としても有名な気比 ( けひ ) 神宮（広島県厳島神

社、奈良県春日大社）、日本三大松原としても有名な
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ライフバランスにも取り組むなど職員一人一人の多

様性を尊重し、チームワークで高いパフォーマンス

を発揮できる職場環境を醸成していきたいと考えて

おります。

　　　　高岡市の印象としては、私は、敦賀から新幹線で

新高岡駅まできて、城端線に乗って高岡駅で降り、

税務署まで通勤しているのですが、高岡駅も新高岡

駅も綺麗で解放感もあり、駅に降りると前田利長の

兜を模した高岡大兜やドラえもんが出迎えてくれる

などわくわくする気持ちになります。

　　　　また、高岡には、国宝のお寺や高岡大仏など歴史

的な名所旧跡、まだ拝見していませんが高岡御車山

祭などの伝統行事、食文化も多彩で海の幸や氷見う

どんなども人気で、更には、高岡銅器などの伝統工

芸なども盛んであり素敵な地域だと感じております。

西川：　署長さんは、昭和

61 年 4 月に金沢国税

局に採用になってか

ら長年経験を積んで

おられますが、これ

までの勤務で一番印

象に残っている仕事

は何ですか。

署長：　印象に残っている

仕事としては 2 つあります。

　　　　一つは、初めて個人の事業主の方を対象にした調

査部門に配属された 1 年目の経験が印象に残ってい

ます。

　　　　当時、応対する納税者の方々は、私よりも人生経

験も豊富でご自身のご商売に精通され成功されてき

た方々であり、質問検査権の行使や行政指導を行う

などの事務を遂行するにあたり日々緊張の連続だっ

たことや、税務職員として１年生ですからたくさん

の失敗や苦い経験も記憶に残っており、特に印象に

残っています。

　　　　また、当時の税務職員の年齢構成も経験豊富な年

配の上司や先輩方がたくさん配属されており失敗の

度によく怒られ、落ち込んだりしたことを記憶して

おります。

　　　　しかし、その後は、年齢の近いお兄さん的な先輩

方にたくさん飲みに連れて行っていただいたり遊び

に連れて行っていただいたりと楽しかった思い出も

あります。（ただ、飲み会や遊びの場でも社会人とし

てのルールを厳しく指導いただくなど辛かった飲み

会もありましたが。）

気比松原 ( けひのまつばら )（佐賀県唐津市の虹の松

原、静岡市の三保の松原）があります。

　　　　経歴は、昭和 61 年４月に金沢国税局に採用となり、

税務大学校名古屋研修所で１年間勉強して、福井税

務署の所得税部門（現在の個人課税部門）へ配属さ

れ、主に福井県の税務署や金沢国税局を中心に勤務

し、その間、国税庁、東京や大阪国税局管内の税務

署にも勤務し、金沢国税局会計課勤務ののち昨年 7

月に高岡税務署長を拝命しました。

　　　　この間、主に、個人課税事務の調査事務や総務事

務に携わりました。

土田：　主に福井県の税務

署や金沢国税局を中

心に勤務とおっしゃ

られましたが、富山

県内の勤務経験は初

めてですか。

署長：　仕事の出張で高岡

税務署には何度か来 

た事はありますが、高岡税務署勤務はもとより富山

県内の税務署の勤務が初めてとなります。

土田：　今回、高岡税務署に着任されての第一印象、抱負

などをお聞かせいただけたらありがたいです。

署長：　抱負と高岡市の印象の２つに分けて、お話させて

いただきます。

　　　　抱負としては、着任して、職員に２つお願いした

ことがあります。

　　　　１つ目は、職員全員が明るく風通しがよく、職員

誰もが気兼ねなく意見を言い合える職場環境の醸成

に努めることをお願いしました。好きなことを言え

ないと職員一人一人の能力が発揮できないと思いま

すので、そういった職場環境を醸成したいと思って

おります。

　　　　２つ目は、職員全員が参加意識とチャレンジ精神

をもって、目標に全力で取り組むようお願いしまし

た。せっかく高岡税務署に赴任したので、やりがい

を持って全力で取り組んでいけるような目標を見つ

けて、１年間取り組んでほしいと言っております。

　　　　職員一人一人の持てる能力を十分に発揮できる職

場をつくることが署長の重要な責務であると考えて

おります。

　　　　また、皆様の会社もそうだと思いますが、高岡税

務署も、若手職員が多く若手職員が積極的に取り組

んでいかないといけないと思います。

　　　　育児中や介護中の職員も多くいますので、ワーク
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　　　　もう一つは、東京の霞が関にある国税庁本庁に勤

務した経験です。

　　　　やはり、同じ国税の職場であっても職務内容が全

く違いました。

　　　　税務署では、調査徴収事務の執行が主な職務内容

ですが、国税庁本庁では、国税庁の予算の確保など

の大蔵省（現財務省）主計局や人事院への折衝、税

制改正に伴う省令や通達等の改正、国会対応なども

あり、年末になると徹夜になることもしばしばあり

ましたが、今となっては、国税庁本庁でしかできな

い得難い経験や各国税局に知り合いもたくさんでき、

貴重な経験をさせていただいたと思っています。

姫野：　人生観、信念、座

右の銘などございま

したらお願いします。

署長：　座右の銘といった

ものは、特にありま

せんが、好きな言葉

は、連合艦隊司令長

官の山本五十六氏の

言葉が好きです。特

に、好きなのが「男の修行」ですが、今の時代、男

女といった概念ではなく、「人生の修行」という言葉

に置き換えて信念としています。

　　　　私も税務職員となって約 40 年近くになりますが、

楽しいばかりではなく、嫌なことや辞めたいと思うこ

ともありました。今の若い人はすぐ辞めてしまうかも

しれませんが、私は、この言葉を思い出し、辛抱し、

努力してここまで勤めてこれたと思っています。

　　　　やはり、「努力」といった言葉や今辛抱し頑張れさ

えすればきっと良いことがあると言った言葉は好き

です。逆に、楽とか、手抜きとか、諦めといった言

葉は使いたくないなと思っています。

　　　　京都の右京税務署に統括官として出向したときに、

砺波出身の署長から、富山の薬売りに伝わる言葉と

して教えていただいた言葉で、「楽すれば楽が邪魔し

て楽ならず、楽せぬ楽がはるか楽々（富山の七楽）」

も鮮明に記憶に残っており、人生観としております。

姫野：　山本五十六の名言はたくさんありますが、「男の修

行」について教えてください。

署長：　署長室の机の中にいつも入れているのですが、

　　　　苦しいこともあるだろう。

　　　　云い度いこともあるだろう。

　　　　不満なこともあるだろう。

　　　　腹の立つこともあるだろう。

　　　　泣き度いこともあるだろう。

　　　　これらをじっとこらえてゆくのが男の修行である。

　　　という言葉で、嫌な事があっても、愚痴を言いたい

なと思っても、ぐっと我慢することも必要かなと思っ

ています。

姫野：　この言葉は、どこで出会ったんですか。

署長：　広島の呉にある大和ミュージアムに見学に行った

先輩から教えてもらいました。私は、戦艦大和が好

きで一度行ってみたいと思っていますが、残念なが

ら、まだ行っていません。

若野：　趣味や余暇の過ご

し方はどうでしょう

か。

署長：　趣味といえるほど

の趣味はありません

が、余暇の過ごし方

としては、赴任地で

ある税務署の管内の

観光、旧跡の散策、

イベント行事等に時間をつくっては散策するように

しています。

　　　　特に、お城巡りなどその地域の歴史文化に触れて

散策しています。

　　　　京都の右京税務署の時は、嵐山を自転車で神社仏

閣巡りをしました。東京の玉川税務署の時は、税務

署が世田谷区にあり、紅白歌合戦に応募しましたが

外れました。滋賀の彦根税務署の時は、やっぱりお

城が好きなんで彦根城のほか長浜城や福山城にも行

きました。

　　　　高岡税務署管内は、過去から何回か散策していま

すが、昨年の春は、瑞龍寺、高岡大仏や高岡の伝統

工芸などにも触れ、氷見うどんなどもおいしくいた

だきました。

　　　　夏には、雨晴海岸、海王丸パーク、勝興寺や高岡

古城公園、美術館なども観光してきました。

　　　　春になったら、高岡古城公園の桜や高岡御車山祭

も楽しみにしております。

若野：　高岡御車山祭は有名なのですが、私の地元の金屋

町で、高岡鋳物づくりの基礎を開いた加賀藩二代藩

主、前田利長公の遺徳をしのび、毎年 6 月 19 日、20

日に「御印祭」が開催されます。金屋町一帯などで

行われ、前夜祭踊りでは大人からこどもまでの約 500

人が、ボンボリに照らされた千本格子の町並みを踊

り流し、金屋の町には弥栄節の「えんやしゃやっしゃ

い」という威勢のいい掛け声が響き渡ります。八尾
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みたいな大きなものではないんですけれども、税務

署から近い場所ですし、ぜひご覧いただければと思

います。

署長：　24 時間ずっと踊られるのですか。

若野：　午後 7 時から 1 時間ぐらいで、地元の人とか子供

も踊ります。

　　　　できれば参加していただければと思います。

北村：　高岡城の風水で言われていますが、勝興寺が表鬼門、

瑞龍寺が裏鬼門としてふたつの国宝を線で結ぶと、

その線は高岡城があった高岡古城公園を通ります。

　　　　瑞龍寺は、万が一の戦時に城を守る砦として、仏

殿の屋根は、全部鉛でできています。

　　　　本堂は、お寺の状態と同じような橋組みにしてあ

り、神社と神道関係なしに神社でもあり、仏様を祀

るところでもあるというような、万民を癒すという

ような作りになってます。

松村：　せっかくの機会

なんで固い話になる

のかもしれませんけ

ど、税務行政の将来

像等について聞かせ

ていただけたらと思

います。

署長：　皆様におかれまし

ては、既にご承知の

ことと存じますし、昨年の研修会等の場でもご紹介

させていただきましたように、国税庁の目指すべき

姿として「税務行政のデジタルフォーメーション 税

務行政の将来像 2023」を公表しております。① 納税

者の利便性の向上、② 課税・徴収事務の効率化・高

度化、③ 事業者のデジタル化促進という３つの柱を

掲げ、「税務行政のＤＸ」を推進しております。

　　　　具体的には、キャッシュレス納付や添付書類の書

面提出を不要にした ALL e-Tax の利用拡大、デジタ

ルインボイスの普及などの取組を進めているところ

です。

　　　　その一環として源泉所得税については、e-Tax ホー

ムページに「源泉所得税のキャッシュレス納付体験

コーナー」が開設されておりますので、便利になっ

た納付方法を法人会の皆様にも是非お試しいただく

とともに、法人の振替納税の廃止に伴うキャッシュ

レス納付への移行につきましてもご協力をお願い申

し上げます。

　　　　このように、国税庁の使命である「納税者の自発

的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」と

いう観点に加え、「社会全体のＤＸ推進」の観点から

も社会に貢献していきたいと考えております。

北村：　最後に、法人会に対するご意見・ご要望等がござ

いましたら、お聞かせください。

署長：　高岡法人会は、昭和 27 年に創立された伝統のある

法人会であり、「税のオピニオンリーダーとして、企

業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会

の繁栄に貢献する経営者の団体」として、長きにわ

たり、正しい税知識の普及や納税意識の高揚に取り

組まれるとともに、各種研修会・講演会の開催をは

じめ、会員による租税教室の開催や小学生を対象と

した「税に関する絵はがきコンクール」の実施など、

公益法人として積極的に社会貢献活動を展開されて

おられます。

　　　　これもひとえに、牧田会長をはじめとする歴代の

役員並びに会員の皆様方のたゆまぬ努力の賜物であ

り、そのご熱意とご尽力に対しまして心から敬意を

表する次第であります。

　　　　私どもといたしましては、数々の税務行政の重点

課題に取り組んでおりますが、重点課題の取り組み

を推進していくためにも、高岡法人会の皆様方のお

力添えは何よりも大きなものと考えております。

　　　　どうか引き続き、税務行政の良き理解者として、

より一層のご協力とご支援を賜りますようお願い申

し上げますとともに、高岡法人会の益々のご発展と

会員の皆様方のご健勝並びに事業のご繁栄を心から

祈念いたしております。

北村：　本日は、大変お忙しいところ、長時間にわたって

いろんなお話をいただき、ありがとうございました。

署長のお人柄がよくわかる時間でした。高岡法人会

は、会活動において、税務御当局のご指導・ご支援

が不可欠でございますので、会員企業の健全な発展

のため、研修会・説明会等への講師派遣や助言を引

き続きお願いいたします。

平成 29年７月　東京国税局玉川税務署 副署長
令和 元年７月　福井税務署 特官（総合）
令和 ２年７月　金沢派遣国税庁監察官 監察官
令和 ４年７月　金沢国税局 人事第二課長
令和 ５年７月　大阪国税局彦根税務署 署長
令和 ６年７月　金沢国税局 会計課長
令和 ７年７月　高岡税務署 署長

小 川 署 長 略 歴
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第 41 回「法人会全国大会」高知大会

大 会 宣 言

　令和７年 10 月 16 日 ( 木 )、高知県民文化ホールに全国から 1,600 余名（当会から牧田会長他４名）の会員が集い、
第 41 回「法人会全国大会」高知大会が盛大に開催されました。
　当日は、全国から参加した会員を歓迎するため、第一部の記念講演に先がけて「よさこい演舞」が披露されました。
　第一部では、元ローソン・ジャパン社長の都築冨士男氏が「変化の時代の経営、危機をチャンスに」と題し記
念講演を行いました。
　第二部の式典では、主催者を代表して斎藤保全法連会長の挨拶のあと、江島一彦国税庁長官、西森裕哉高知県
副知事、桑名龍吾高知市長から祝辞がありました。次に、令和６年度の会員増強・研修参加率向上・福利厚生制
度推進について顕著な成果を挙げた県連に対する表彰を行いました。続いて、全法連の飯野光彦税制委員長によ
る「令和８年度税制改正に関する提言」の報告、昨年の「全国青年の集い」福井大会において、租税教育活動プ
レゼンテーションで最優秀賞を受賞した立川法人会青年部会による「租税教育活動の報告」及び健康経営大賞で
最優秀賞を受賞した世田谷法人会青年部会による「健康経営活動報告」が行われ、「大会宣言」の後、次回開催地
である茨城県法人会連合会の笹島津夫会長より招聘のプレゼンテーションが行われ、大会は滞りなく終了しました。

　われわれ法人会は、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」として、「税制改正に関する提言」や「租
税教育」、企業の税務コンプライアンス向上に資する「自主点検チェックシート」の普及など、税を中心とする
活動を全国で積極的に展開し、広く社会へ貢献している。
　我が国の財政は、コロナ禍への緊急対応で政府が大規模な財政出動に踏み切ったことから、長期債務残高が
1,300 兆円を超えるなど、さらに悪化することとなった。
　昨年、日本銀行はマイナス金利政策を解除し、「金利のある世界」に回帰したが、今後も金利の上昇が続けば、
国債の利払い費も増えて財政を圧迫しかねない。財政健全化は国家的課題であり、本格的な歳出 . 歳入の一体
的改革を進めることが重要である。
　一方、経済を取り巻く環境は急速に変化している。食料やエネルギーなどの価格高騰を契機に消費者物価も
上昇し、デフレ期からインフレ期への転換期に突入するなど国民生活や産業に大きな影響を与えている。
　特に、中小企業の経営環境は深刻化する人手不足や継続的な賃上げ等により、厳しさが増している。きらに、
米国のトランプ関税の影響は今後、本格化する恐れがあり、経済の先行きを不透明にしている。
　地域経済や雇用の担い手である中小企業は、日本経済の礎でもある。その中小企業の活性化を促進するため
には、税財政上のきめ細かな支援が不可欠である。そのため、法人会は「中小企業の活性化に資する税制措置」、

「事業承継税制の拡充」等を中心とする「税制改正に関する提言」の実現を強く求めるものである。
　創設以来、納税意識の向上に努めてきた法人会は、全国の会員企業の総意として、以上宣言する。

令和 7 年 10 月 16 日　　　　　　
全国法人会総連合　全国大会
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第 39 回「法人会全国青年の集い」山梨大会

第19回「法人会全国女性フォーラム」北海道大会

　令和７年 11 月 20 日、21 日の両日、甲府市のＹＣＣ県
民文化ホール、アイメッセ山梨に、全国の法人会青年部会
員 1,900 余名（当会青年部会から山﨑部会長ほか 3 名）が
参集し、「第 39 回法人会全国青年の集い」山梨大会が盛大
に開催されました。
　初日は、ＹＣＣ県民文化ホールにおいて、全国の各地域
を代表する青年部会が「租税教育活動のプレゼンテーション」
並びに「健康経営大賞」の発表を行いました。
　二日目は、午前中、甲府記念日ホテルで、部会長サミッ
トが開催され「会員拡大について」意見交換を行いました。

午後は、アイメッセ山梨に場所を移し、株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ代表取締役社長の佐久間
悟氏の記念講演「プルヴィンチア ( 地方クラブ ) の挑戦～フットボールクラブの枠を超えた存在と役割～」の後、
記念式典が開催されました。
　式典は、大木賢太郎大会会長の開会挨拶で始まり、主催者挨拶、来賓祝辞のあと、前日行われた租税教育活
動のプレゼンテーション、健康経営大賞の結果発表・表彰が行われ、租税教育活動のプレゼンテーションの最
優秀単位会の佐賀県鳥栖法人会の事例発表、健康経営大賞の最優秀単位会の神奈川県緑法人会、最優秀企業の
富山市の株式会社 SUDACHI の事例発表があった。
　続いて、部会員増強表彰、山梨大会宣言、大会旗伝達、次回開催地の島根大会（11 月 20 日開催）ＰＲがあり、
大会は成功裡に終了しました。

　令和７年９月 18 日 ( 木 )、札幌パークホテルにて第 19
回全国女性フォーラム北海道大会が、全国から約 1,600 名
の女性部会員が集まり開催されました。
　第一部の記念講演では、株式会社クリエイティブオフィ
スキュー代表取締役・プロデューサーの伊藤亜由美氏が「ス
トリーあるプロデュース～北海道における人づくり・モノ
づくり・地域づくり～」と題し講演がありました。
　第二部の式典は、北海道法人会連合会女連協の泉みち子
会長の歓迎の挨拶で始まり、主催者挨拶、来賓祝辞のあと、
北海道法人会連合会女連協から活動事例発表がありました。

　続いて、大会宣言、大会旗伝達、次回開催地の埼玉大会（令和８年４月 16 開催）ＰＲがあり、大会は成功裡
に終了しました。
　その後の懇親会では、全国の女性部会の役員との交流を図るとともに、北海道ならではの海の幸やおいしい
メロンを味わってきました。
　また、式典会場の外では令和６年度の「税に関する絵はがきコンクール」で全国の応募の中から選ばれた作
品が展示され、アイデアあふれる絵はがきを鑑賞しました。
　当会からは、山田会長ほか５名が参加しました。

「人は石垣 人は城」～光輝く未来のために～

自然と女性の活力で笑顔いっぱい北海道。～明日をつなごう ! 未来につなごう～
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（２）公的年金については、厚生年金の積立金を財源に
充当する基礎年金の底上げが検討されている。抜
本的な制度改革は、老後の生活設計に影響するテー
マであり、省庁間の壁を取り払い、与野党が一体
となって幅広く議論する必要がある。

（３）少子化対策については、現金給付よりも保育所
や学童保育等の環境整備、保育士の待遇改善など
の現物給付に重点を置くべきである。高校授業料
の無償化も所得制限が撤廃されることとなったが、
これは国会審議で予算を成立させるため、少数与
党が野党の要求を受け入れて急遽決定したもので
ある。このため、高校授業料無償化に伴う影響評
価や財源が担保されているとは言えない。公平性
の観点からも課題を残しており、与野党による精
緻な議論を求めたい。

（４）医療は成長分野と位置付け、デジタル化対応など
大胆な規制改革を進める。また、社会保障給付の
急増を抑制するためには診療報酬（本体）の配分
等を見直すとともに、ジェネリック（後発医薬品）
の安定した供給体制を確立する必要がある。薬剤
費を抑制する観点からセルフメディケーション税
制の対象となる医薬品などの拡充も欠かせない。

（５）介護保険については、制度の持続性を高めるため
に真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハ
リをつけ、医療と同様に公平性の視点から給付及
び負担のあり方を見直す。また、生活保護につい
ては、高齢者の増加に伴って給付の増加も見込ま
れており、給付水準のあり方などを見直すととも
に、不正受給の防止など厳格な運用が求められる。

３．行政改革の徹底等
　国・地方の財政健全化は、歳出・歳入の一体的改革
によって進めることが重要である。地方を含めた政府・
議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき、自ら身
を削って行政改革を推進しなければならない。

（１）国 ･ 地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の
抑制を求める。また、調査研究広報滞在費（旧文
通費）や政務活動費等の適正化。

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の効率
的な要員配置と、能力を重視した賃金体系の導入
などによる人件費の抑制。

（３）「第２の予算」とも呼ばれる特別会計と各省庁が
管轄する独立行政法人の無駄の削減。

 Ⅰ．税・財政改革のあり方

　日本でも「金利のある世界」に回帰した経済環境を
考慮し、金融市場の動向も見据えた税・財政運営が欠
かせない。

１．財政健全化に向けて
　今後、大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、
有事の際には膨大な財政需要が発生することも想定さ
れる。そうした事態が起きた場合でも、機動的な財政
出動を可能にするために財政健全化は必要な取り組み
である。

（１）参院選に向けた物価高対策の公約として、「消費
税減税」がクローズアップされたが、消費税率を
引き下げた場合の減税分は別の財源を確保するか、
結局は国債に頼らざるを得なくなる。物価高対策
や低所得者対策は消費税減税で対応するのではな
く、真に支援が必要な人に限定した給付措置が望
ましい。

（２）「こども・子育て政策」の財源は歳出改革に加え、
医療保険料に上乗せして徴収する「支援金制度」な
どで賄うとしているが、こうした支援金制度は社会
保険料を少子化対策に充てる実質的な「隠れ増税」
と言わざるを得ない。また、歳出改革が想定通りに
行われなければ、結局は国債頼みとなりかねない。

（３）防衛力の抜本強化では防衛費を 2027 年度までの
５年間で総額 43 兆円とすることを決定しているが、
大半が歳出改革や決算剰余金の活用で財源を捻出
することとしており、財源としての安定性を欠い
ている。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを
増す中で、着実に防衛力を強化するためにも安定
財源の確保が重要である。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
　中小企業の社会保険料負担は年々増加しており、事
業主への過度な保険料負担を抑制しつつ、女性の就労
や人材確保の観点から、配偶者控除や第３号被保険者
制度の問題を含め、税と社会保障を一括して議論しな
ければならない。

（１）いわゆる「106 万円の壁」への対応として、扶養
から外れる人の保険料の一部を勤務先が負担する場
合、国が上限を設けて助成する等の「保険料負担軽
減措置」が設けられているが、一時的な措置にとど
まっており、安定的な制度の構築が求められる。

令和８年度　税制改正に関する提言（要約）
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以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額
を、黒字中小企業の平均所得を踏まえ 1,600 万円程
度に引き上げること。

（３）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　    中小企業の技術革新など経済活性化に資する税制

措置については、制度を拡充したうえで本則化す
ること。
①　中小企業投資促進税制については、対象設備

を拡充したうえ、中小企業の厳しい経営環境を踏
まえ「中古設備」を含める。

②　少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
措置については、物価が上昇していること等を踏
まえ、取得価額要件を 30 万円未満から 50 未満に
引き上げるとともに、損金算入額の上限（合計 300
万円）を撤廃し全額を損金算入とすることを求め
る。なお、それが直ちに困難な場合は、令和８年
３月末日となっている適用期限を延長すること。

③　スタートアップのための、きめ細やかな財政・
税制支援が必要である。

（４）中小企業等の設備投資支援措置
　    「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計

画に係る固定資産税特例」等を適用するに当たっ
ては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦
課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対
処することを求める。なお、「カーボンニュートラ
ル投資促進税制」は、令和８年３月末日が適用期
限となっていることから適用期限を延長すること。

（５）償却資産に対する課税の見直し
　    固定資産税における償却資産に対する課税は、企

業の設備投資意欲を阻害する要因ともなっている
ことから、諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を
含めて抜本的に見直すこと。

（６）中小企業の事務負担軽減
　    インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正に

よる電子データ保存の義務化対応に加え、定額減
税や所得税の改正により、源泉徴収事務や年末調
整事務が毎年見直されるなど、事業者の事務負担、
納税協力コストは年々増加している。人手不足が
深刻化する中において、こうした事務負担の増大
はとくに経営基盤が決して強固ではない中小企業
にとって、重い負担となっていることを政府は強
く認識する必要がある。

（４）官業に対してＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）
サイクルを確立し、事業のチェック等を継続的に
実施することを求める。また、積極的に民間活力
を導入した民需主導の自律的な経済成長。

４．マイナンバー制度について
　政府は引き続きマイナンバー制度の意義を周知する
とともに、行政事務のコストカットに資する等、その
具体的な効用を国民や事業者に明示するなどして、マ
イナンバーカードの利用拡大を促す必要がある。
　マイナンバーカードと電子認証にはそれぞれ異なる
有効期限が設定されており、行政窓口で更新手続きを
する必要がある。国民の幅広い利用を促進するために
も周知徹底を図りながら、更新手続きの簡略化も進め
なければならない。
　マイナンバー法等の改正によって利用範囲は一部拡
大されたが、どこまで広げるかは今後の重要な課題で
ある。すでに年金や給付金などの公金の受け取り口座
としてマイナンバーと銀行口座を紐付ける取り組みも
進んでいるが、これを拡大して世帯所得を把握するこ
とができるようになれば、例えば経済対策で支援が必
要な困窮世帯に限定して現金を給付する措置を講じる
などの効率化も可能となる。

５．今後の税制改革のあり方

 Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

　人手不足や継続的な賃上げなど中小企業が抱える構
造的な課題を解決するためには、中小企業自らの経営
改革も重要になる。そうした改革に取り組むためには、
新たな付加価値の創出につながるような支援策も必要
である。また、中小企業経営者の高齢化が指摘されて
いる中で、中小企業が保有する独自の技術やサービス
を引き継ぎ、地域のサプライチェーン（供給網）機能
を維持するため、それぞれの事情に応じたきめ細かな
事業承継を後押しする必要がある。

１．中小企業の活性化に資する税制措置
（１）法人税率について
　    近年、大法人に適用される　法人税率の引き上げ

を検討する動きもあるが、不透明な経済情勢等に
鑑み、慎重に議論することが求められる。

（２）法人税率の軽減措置
　    中小法人に適用される軽減税率の特例 15％を本則

化すべきである。また、昭和 56 年以来、800 万円
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略を練り上げ、民間主体の創意工夫を駆使することで
新たな地場技術やビジネス手法を開発していかなけれ
ば、地方独自の真の活性化にはつながらないと考える
べきである。

（１）地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠点
強化税制を見直すなど、さらなる本社機能移転を
促進するとともに、地元の特性に根差した技術の
活用や地元大学との連携などによる技術集積づく
りや人材の育成、地元商店街の活性化等、実効性
のある改革を実行する必要がある。中小企業の事
業承継は地方創生戦略との観点からも重要だと認
識すべきである。

（２）地方自治体は、広域行政による効率化について検
討すべきである。基礎自治体（人口３０万人程度）
の拡充を図り、財政基盤の強化につなげながら行
政能力の向上に資する施策を求める。

（３）ふるさと納税は、寄付先を納税者の出身自治体に
限定するなど、さらなる見直しが必要である。また、
必要経費は寄付総額の５割以下とする基準が設け
られているが、より多くの寄付金が寄付した地域
のために活用されるよう、事務手数料のあり方等
を含め、制度設計の見直しが欠かせない。

Ⅳ．自然災害への対応

　東日本大震災からの復興については、これまでの効
果を十分に検証し、予算の執行を効率化するとともに、
原発事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行う
必要がある。また、最近では能登半島地震をはじめ、
大きな地震や台風などの大規模な自然災害が相次いで
発生している。東日本大震災の対応などを踏まえ、被
災者の立場に立った適切な支援と実効性のある措置を
講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組ま
なければならない。
　政府と自治体は自然災害等の緊急事態に備える企業
の危機管理として、ＢＣＰ（事業継続計画）の策定を
さらに促すため、税財政を通じた支援を強化する必要
がある。

Ⅴ．その他

１．納税環境の整備
２．環境問題への対応
３．租税教育の充実

２．事業承継税制の拡充
（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業

承継税制の創設
　    事業継続に資する相続については、事業従事を条

件として他の一般資産とは切り離し、非上場株式
を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除
する制度の創設を求める。

（２）取引相場のない株式の評価の見直し
　    この度、会計検査院は国税庁に対し、相続等によ

り取得した取引相場のない株式等の評価制度のあ
り方について、検討を求める所見を示した。その
評価制度を見直すにあたっては、取引相場のない
株式は上場株式と異なり、換金性に乏しい点など
も総合的に考慮する必要がある。

（３）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　    特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）と

特例制度の適用期限（令和９年 12 月末日）が近付
いていることから、期限の延長を求める。なお、
期限が延長されないのであれば、これまでの一般
措置は使い勝手が悪く適用件数が低調であること
を踏まえ、一般措置の適用要件（対象株数、納税
猶予割合、雇用確保要件等）を大幅に緩和すること。

３．消費税への対応
（１）課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引価

格の引き下げや取引の停止などの不利益を与えな
いよう、実効性の高い対策を講じるべきである。

（２）免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置に
ついて、小規模事業者等が取引から排除されない
よう、80％控除できる期間を当面の間、延長する
こと。

（３）小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
（２割特例）について、小規模事業者等における消
費税事務が定着するまで当面の間、延長すること。

（４）消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス
制度の導入に伴ってより重要な課題となっている。
消費税の制度、執行面において、さらなる対策を
講じる必要がある。

Ⅲ．地方のあり方

　地方経済の活力を今後も維持しながら、地方の活性
化を促すためには東京一極集中の是正が急務である。
地方自身がそれぞれの特色や強みを生かした活性化戦

　　　　　10 令和８年度税制改正に関する提言（要約）



　高岡法人会役員が、税を考える週間 (11/11 ～ 17) にあわせ、国会議員・市長に税制改正について
直接お会いし説明を行い、提言活動を行った。

橘慶一郎衆議院議員 (11 月３日 )
【於　高岡商工ビル】

夏野元志　射水市長 (12 月 8 日 )
【於　射水市役所】

牧田　和樹　会長
西村　博邦　副会長
坂井　昌彦　専務理事

林　　和彦　副会長
坂井　昌彦　専務理事

出町　譲　高岡市長 (11 月 17 日 )
【於　高岡市役所】

廣瀬　宏一　副会長
西村　博邦　副会長
北村　耕作　副会長
坂井　昌彦　専務理事

菊地正寛　氷見市長 (11 月 11 日 )
【於　氷見市役所】

清水　幸雄　副会長
坂下　明生　青年部会副部会長
山田　圭子　女性部会会長
坂井　昌彦　専務理事

～税を考える週間～ 国会議員・３市長へ提言書を持参 !!
令和８年度 税制改正に関する提言
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令和７年度  納税表彰受賞おめでとうございます！！

( 公社 ) 高岡法人会 常任理事
立山電化工業株式会社 代表取締役社長

( 公社 ) 高岡法人会 常任理事
菱富食品工業株式会社 代表取締役社長

( 公社 ) 高岡法人会 女性部会長
平和交通株式会社　取締役

園　晶雄 様

頭川　俊一 様 山田　圭子 様

　令和７年度金沢国税局長納税表彰式が 11 月 5 日 KKR ホテル金沢にて、高岡税務署長合同納税表彰式が 11 月 13 日
高岡市ふれあい福祉センターにて挙行されました。
　この表彰は、多年にわたり納税道義の高揚と正しい税知識の普及、申告納税制度の発展に努められた方々に贈られ
るもので、次の方々が受賞されました。

税を考える週間　特別講演会

　外交政策研究所代表、立命館大学客員教授の宮家邦
彦氏から「国際情勢と今後の日本経済に与える影響」
と題して講演をいただきました。
　宮家先生は、ガザやウクライナの紛争、トランプ
外交、中国の海外侵攻などの国際情勢や相応しい日本
の戦略についてわかりやすくお話ししていただきま
した。
　また、参加者からの質問にも丁寧にお答えいただき
ました。

令和７年 11 月 12 日 ( 水 )

　　　　　12 納税功労表彰／税を考える週間講演会



令和７年９月５日 ( 金 )

令和７年９月 26 日 ( 金 )

令和７年 11 月 26 日 ( 水 )

令和７年 12 月 10 日 ( 水 )

改正税法研修会

雇用管理研修会

決算期別研修会

法人税実務講座（中級）

所得税確定申告研修会

年末調整説明会

【場　所】　富山県高岡文化ホール　小ホール
【講　師】　高岡税務署 法人課税審理専門官　梅澤 あゆみ 氏
　　　　　「法人税等の税制改正について」等
　　　　　高岡税務署 個人課税第一部門統括官 高山 太 氏
　　　　　「所得税の税制改正について」
　　　　　高岡税務署 法人課税第一部門　担当官
　　　　　「年収 103 万の壁の改正について」

【講　師】　高岡税務署 法人課税審理専門官　梅澤　あゆみ 氏
【内　容】　・決算における主な注意点（改正点含む）
　　　　　・年収 103 万の壁の改正について

【開催日等】　令和７年９月 29 日( 月 )　 ８月～ 10 月決算法人対象
　　　　　　令和７年 12 月４日( 木 )　11 月～ １月決算法人対象

【場　所】　富山県高岡文化ホール　小ホール
【講　師】　社会保険労務士法人アシスト人事　代表社員
　　　　　社会保険労務士　宮本敦子氏
　　　　　「人事労務担当者向け　社会保険の最新トピック」
　　　　　～「年収の壁」支援、年金制度改正、マイナ保険証など～

令和７年度も、高岡法人会主催の年末調整説明会を開催しました。
今年の年末調整では、基礎控除等の改正に関する事務を行う必要が
あるため、昨年と同様に 330 人を超える方が参加されました。

【場　所】　富山県高岡文化ホール　大ホール
【講　師】　高岡税務署担当者「年末調整のしかた｣
　　　　　「法定調書の作成と提出」
　　　　　高岡市役所担当者「給与支払報告書の作成・提出」

法人会活動報告

【場　所】　富山県高岡文化ホール
【講　師】　税理士　油谷 奈津紀 先生
【開催日】　令和７年９月１日、10 日、10 月１日、８日
【内　容】　法人税・消費税・法人に関連する税金の基礎知識

【講　師】　高岡税務署 個人課税第一部門統括官　高山　　太 氏
　　　　　高岡税務署 管理運営部門統括官　吉田　有紀 氏

【内　容】　役員の所得税確定申告にあたっての留意点
　　　　　キャッシュレス納付について

13　　　　　法人会活動報告



法人会活動報告

青年部会・女性部会活動報告

支部研修会
高岡・射水・氷見支部で次のとおり税務研修会を開催しました。

【高岡支部】　令和７年 11 月 ５日 ( 水 ) 高岡商工ビル
【射水支部】　令和７年 10 月 23 日 ( 木 ) 救急薬品市民交流プラザ
【氷見支部】　令和７年 10 月 20 日 ( 月 ) 氷見市ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
【講　　師】　第一講座　高岡税務署長　小川　秀樹  氏　
　　　　　　「税務行政におけるＤＸについて
　　　　　　～税務行政の現状と将来像～」
　　　　　　第二講座　高岡税務署法人課税第一部門担当官
　　　　　　「103 万円の壁の改正について」

異業種交流視察研修旅行　新潟『日本三大渓谷 清津狭、越後湯沢温泉の旅！』
　令和 7 年 10 月 29 日 ( 水 ) 異業種交流視察研修旅行で、黒部峡谷・
大杉谷とともに日本三大峡谷の一つとして知られる「清津峡」へ行
きました。川を挟んで切り立つ巨大な岩壁は全国に誇るＶ字形の大
峡谷をつくり、国の名勝・天然記念物にも指定されています。
　当日は、高岡駅を午前７時に出発し、11 時 40 分に清津狭に到着。
幻想的な光のトンネルを歩いて清津狭へ。トンネル最奥部にある「パ
ノラマステーション」で写真撮影しました。ここは床に水が張られ
ており、渓谷の絶景が水面に鏡のように映り込むことで、幻想的な
リフレクション写真が撮影できました。
　その後、越後湯沢温泉の「和みのお宿 滝乃湯」でミニ会席を食べ、
温泉にも入ってきました。

青年部会セミナー・女性部会税務研修会

租税教室

女性部教養講座

　青年部会は令和７年 12 月 9 日 ( 火 )、女性部会は令和 7 年 12 月 3
日 ( 水 )、小川秀樹高岡税務署長をお迎えし、「税務行政におけるＤ
Ｘについて～税務行政の現状と将来像～」と題し、お話をいただき
ました。多くの青年部会、女性部会員が熱心に聴講しました

　女性部会では、令和 7 年 12 月 23 日 ( 火 )、毎年恒例となったお
正月のフラワーアレンジメント教室を開催しました。
　藤牧由香先生のご指導のもと、参加者は自宅に飾る華やかなお正
月アレンジを作りました。
　和やかな雰囲気の中で交流も深まり、参加者からは「毎年楽しみ」
との声も寄せられました。

　令和７年 10 月 30 日 ( 木 )、高岡市立福岡小学６年生を対象に、
租税教室を行いました。
　今年度は、青年部会・女性部会の役員が講師となって、カフート
というアプリを使って税金クイズを行いました。
　先生や児童からの評判が良かったことから、来年度もカフートを
使った税金クイズの実施を考えています。

　　　　　14 法人会、青年・女性部会活動報告



女性部会活動報告
『税に関する絵はがきコンクール』

幼稚園等へ手作り雑巾を寄贈

● 審査会

● 入賞者表彰

　全国の法人会女性部会では、租税教育活動の一環として、小
学生高学年を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」を
実施しており、高岡法人会女性部会では、令和７年度、高岡市・
射水市・氷見市の小学５, ６年生から 623 点の応募がありました。
　令和７年９月 24 日 ( 水 ) の高岡法人会の審査会では、小川高
岡税務署長、山崎法人第一統括官及び川原和美先生をお招き
し、女性部会役員と一緒に 50 作品選出しました。
　その後、10 月 3 日に富山県連女連協、10 月６日に北法連の
審査会がありました。
　審査の結果、高岡市立下関小学校の内田有彩さんが北陸三県
( 応募総数 8,673 点 ) の最高賞である「全法連女連協会長賞」と

「富山県連最優秀賞」、同じく下関小学校の蔵野華さんが「高岡
税務署長賞」と「富山県連入賞」に選ばれました。

　令和７年 11 月５日 ( 水 )、高岡市立下関小学校を小川秀樹高岡税務署長と山田圭子女性部会長が訪れ、「全法連
女連協会長賞」と「富山県連最優秀賞」に選ばれた内田有彩さんに山田会長から賞状と記念品を、「高岡税務署長
賞」と「富山県連入賞」に選ばれた蔵野華さんに小川高岡税務署長と山田会長から賞状と記念品を贈呈しました。

　女性部会は、地域に根付いた社会貢献活動の一環として、会員による手作り雑巾と研修会等で集めた未使用
タオルを高岡市、射水市、氷見市の幼稚園、保育園等に寄贈しました。

内田有彩さん

高岡市　高岡市立西部保育園
令和７年８月 28 日 ( 木 )

射水市　大門きらら保育園
令和７年８月 19 日 ( 火 )

氷見市　ひみ中央こども舎
令和７年８月４日 ( 月 )

蔵野　華さん

15　　　　　女性部会活動報告



　　　　　16 絵はがきコンクール入賞作品



共催 : 全国納税貯蓄組合総連合・国税庁／後援 : 公益財団法人全国法人会総連合 他

　将来を担う中学生が、身近に感じた税に関すること、学校で学んだ税に関すること、テレビや新聞などで知っ
た税の話などを題材とした作文を書くことで、税について関心を持ち、正しい理解を深めていただくという趣旨
で全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が共催で実施しています。
　高岡税務署管内で表彰された方々は次のとおりです。

★★★ 『税についての作文』入賞者の方々 ★★★

★《公益財団法人全国法人会総連合会長賞》

★《高岡税務署長賞》

★《高岡税務署長賞》

★《富山県知事賞》

★《北陸納税貯蓄組合総連合会会長賞》

★《富山県納税貯蓄組合総連合会会長賞》

★《高岡税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞》

★《北陸税理士会高岡支部支部長賞》

★《高岡税務署管内青色申告会連合会会長賞》

★《公益社団法人高岡法人会会長賞》

★《高岡間税会会長賞》

「子どもの幸せのために」

「安心な生活と税金」

「安心を支えるために」

「意味を込めて」

「見えないお金と見えた思いやり」

「図書室から見えた税金の力」

「命と生活を守る税金」

「税がつなぐ、万博と私たちの未来」

「税によって受け継がれる支え」

「「安心」を守る税」

「日本の未来」

高岡市立芳野中学校２年

高岡市立志貴野中学校３年

高岡市立伏木中学校２年

高岡市立高岡西部中学校２年

高岡市立志貴野中学校３年

高岡市立芳野中学校２年

高岡市立高岡西部中学校３年

高岡市立志貴野中学校３年

高岡市立志貴野中学校２年

射水市立大門中学校１年

高岡市立高岡西部中学校３年

九鬼　　舞

堀澤　悠人

舟本　篤史

髙田　裕姫

杉本　直都

北村　和月

山室　陽生

江田　充希

古市　夏波

奥　　唯華

金井　智咲

中学生の『税についての作文』入賞者
～令和７年度～

17　　　　　中学生の「税についての作文」受賞者



令和７年度　中学生の『税についての作文』

　「まいちゃん、血液検査の結果があまり良くないか
ら、もう一回検査しよっか」
　これは、私が小学三年生のときに主治医に言われ
た言葉だ。そのときの私は心配よりも「また血を
採るのいやだな」という気持ちの方が大きかった。
たくさんの検査をしたが、原因は分からず、「また
半年後ね」と約束をして診察を終え、病院の受付へ
向かった。
　受付で貰ったものは明細書だけで、母はお金を払っ
ていなかった。疑問に思った私は母に、「お金払わな
くていいの？」と聞いた。母は高岡市が子どもの医
療費を払ってくれているからお金を払わなくて良い
ということを教えてくれた。
　私の住む高岡市では、十八歳の成人を迎えるまで
医療費を助成してくれる制度がある。同じ富山県内
でも、十五歳未満までという市町村があるそうだ。
また他県では、就学前までを助成の対象にしている
ところが多いらしい。私は当たり前に受けていた治
療や通院にかかる費用が、全て税金でまかなわれて
いたことに驚いた。高岡市には、約二万人の子ども
が生活している。その医療費は年間を通すと相当な
額になるのではないだろうか。
　大人たちが必死に働いて得たお金から集められた税
金。それによって元気な私が無料で検査をしてもらっ
ていると考えると、少し申し訳ない気持ちになる。

しかし、そのおかげで親は安心して子どもを病院へ
連れていくことができる。私自身、早期発見による
治療を受けており、安心して普通の生活を送ること
ができている。もしあのとき、病院で検査をしてい
なかったら、適切な治療をうけられなかったかも
しれない。もし医療費の補助がなかったら、親に金
銭面の大きな負担をかけていたかもしれない。きっ
と、同じように感じている人はたくさんいるのだと
思う。税金が、私たち子どもの健やかな成長を助け
てくれており、子育てをする親の負担を軽くしてく
れている。そして、未来への希望を持たせてくれて
いる。
　現在も私の通院は続いている。誰かが納めてくれ
た税で、発見することのできた一つの病気。治療を
続けていけるのも、税金のおかげだ。
　私には今、一つの夢がある。それは医療従事者に
なることだ。私のように病気のことで不安に思って
いる人を助けたい。もっともっと安心して医療を受
けられる環境をつくりたい。このように夢を持つこ
とができたのも税金のおかげだ。
　いつかその夢が実現したとき、私は未来ある子ど
もたちのために税金を納めたい。支えられる側から
支える側となり、胸を張ってこれからの人生を歩ん
でいきたい。

高岡市立芳野中学校２年 九鬼　　舞子どもの幸せのために

公益財団法人全国法人会総連合会長賞

　令和６年１月１日の 16 時 10 分、能登半島地震が
発生しました。最大震度七を観測した、僕が今まで
体験した中で、一番大きな揺れでした。僕の家があ
る富山県高岡市では、震度五強の揺れでした。当時、
年末年始をお父さんの実家で過ごすため、僕は新潟
県にいましたが、震源地から少し離れた新潟でも震
度五弱の揺れでした。

　幸い僕たちがいたのは海から離れた場所でしたが、
ニュースでは津波の情報が出ていて、僕たちの家は
大丈夫か、親せきや友達は大丈夫か、今まで感じた
ことのない不安と恐怖を覚えました。
　地震の影響で、新潟から富山に戻る高速道路は、
がけ崩れにより一部通行止めになりました。その時
見た崩れた塀、屋根瓦が落ちて割れている様子、ひ

高岡市立志貴野中学校３年 堀澤　悠人安心な生活と税金

高岡税務署長賞
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び割れた道路、斜めになった道路標識などは今でも
鮮明に覚えています。地震による揺れだけも大きな
被害がありました。もしも大きな津波がきていたら、
もっとたくさんの被害があったと思います。
　地震の後僕が知ったのは、国や県、市が税金で様々
な助けをしてくれるという事でした。
　地震によって壊れた塀やがれき、電化製品や家具
は災害ごみとして引き取ってくれること。住めなく
なった家の解体・撤去費用などを補助してくれるこ
と。被災した方への見舞金や支援金。生活の支援に
も手を差し伸べてくれること。様々なことに税金が
使われることを知り、僕たちの生活は税金によって
守られていると感じました。

　しかし、一年以上経った現在でも、被害がひどかっ
た地域では斜めになっている電柱を目にします。家
と道路の間に段差ができているところもあります。
細い道に入ると真っすぐではない道路もまだまだあ
ります。もともと住んでいた家にまだ戻れない人も
います。まだブルーシートがかかった状態の屋根が
あります。
　たくさんの人や場所が被害を受けたことで、助け
がすぐに行き届かないこともあるかもしれません。
でも、一人でも多くの人が少しでも早く平穏な日常
に戻れるように、税金が困っている人の元にしっか
り届くように、僕たちにも出来ることがないか、考
えていきたいと思いました。

　皆さんは「税金を増やす」つまり「増税」と聞く
とどう感じますか？たくさんの人は増税を前向きに
受け止めづらいと思います。その理由は、大きく分
けて二つあると考えます。一つ目は「自分の生活が
直撃される」という感覚です。これは、給料などか
ら手元に残るお金が減ったり、消費税などの増税は
物価が上がったと感じたりするからです。二つ目は

「本当にいい方向に税金が使われるのかという不信
感」が絡んでいることです。これは、税金が必要な
ことに使われているのかわからなかったり、税金を
納めても将来が良くなるのか不安だと感じたりする
からです。
　しかし、僕は時には増税は必要だと考えます。な
ぜかというと、現在、少子高齢化が進み、高齢者が
増えています。そうすると高齢者の医療や年金、介
護に必要な税金が増えているからです。それに加え、
高齢者の生活を支える若い人の数は減っていくこ
とが予想されています。だから、今のままの税の仕
組みでは私たちの生活を支えることが難しくなって
いくからです。さらに、今現在、高齢者の生活を支
えている若い人でもいつかは支えられる側になりま
す。僕は、自分の未来や今の高齢者の安心を支える
ためにも時には増税も必要だと考えています。
　前文を見て「それなら増税してもしかたないな」
と思う人はそう多くありません。なぜなら、先ほど

述べた、増税を前向きに受け止めづらい二つの理由
が絡んでいるからだと思います。増税を前向きに受
け止めるためにはその二つの理由を取り除く必要が
あります。一つ目の理由の「自分の生活が直撃され
る」という感覚を取り除くには、「自分の生活が直
撃される」感覚以上に「自分が税金を納めることで
生活が安定している」感覚を覚えることが必要だと
考えます。具体的に今の税金の使い方を変えてみる
ことです。二つ目の理由の「本当にいい方向に税金
が使われるのかという不信感」をなくすためにはみ
んなに、税金を管理している人たちに信頼を持って
もらうことが必要だと考えます。例えば、「今年は
〇円の税金が集まり、〇円の税金を○○に使った」
などの情報をより細かく詳しく公開することです。
さらに、よりたくさんの人にその情報を知ってもら
うために、学校などで税金の使い方を学ぶ授業を行
うことなどが大切だと思います。
　以上のことから、ぼくは自分の未来や今の高齢者
の安心を支えるために時には増税も必要だと思いま
す。そのために、税金が何に使われているのかを分
かりやすく示したり、税金によって私たちの生活が
どう良くなっていくのかを実感できるようにしたり
する工夫が必要だと思います。未来の安心を得るた
めには、今こそ税についてみんなで考えるべき時で
はないかと思いませんか？

高岡市立伏木中学校２年 舟本　篤史安心を支えるために

高岡税務署長賞
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　インボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まってから 2 年余りが経過し、徐々に制度が定着してきました。
この制度は、消費税の仕入税額控除を受ける際に「インボイス（適格請求書）」の保存が必要となるものですが、
特に中小企業にとっては、新しい制度への対応が大きな負担になると考えられていました。
　こうした状況に配慮して、経過措置が講じられていますが、令和 8 年 10 月からこの経過措置が縮小・廃止さ
れる予定です。
■免税事業者との取引に係る経過措置
　インボイス制度の導入にあたっては、取引先に免税事業者等が含まれる場合に急激な負担増が生じないよう
に、仕入税額控除に関する経過措置が設けられています。制度開始から 6 年間は免税事業者等からの課税仕入
れについても、一定割合を控除できる取扱いとなっており、その割合は下図のように段階的に縮小されていき
ます。令和 8 年 10 月からは、控除割合が現行の 80％から 50％に引き下げられる予定です。

■消費税の「2 割特例」について
　インボイス制度導入時に設けられた「2 割特例」にも注意が必要です。
これは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった小規模事業者
の負担を軽減する目的で導入されたもので、売上げに係る消費税額の 2 割を納付すればよいという簡易的な計
算方式です。利用には特別な届出は不要で、2 年間の継続適用などの制限もなく、毎年の確定申告時に選択で
きる柔軟な制度です。
　2 割特例を適用できる期間は、令和 5 年 10 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日までの日の属する各課税期間とな
ります。法人の場合、令和 8 年 10 月 1 日以後に開始する課税期間からは、この 2 割特例の適用対象外となる予
定です。自社の決算月によって適用可能期間が異なるため、注意が必要です。2 割特例終了後は、通常の消費
税の計算方式である本則課税か簡易課税のいずれかを選択していくことになります。

※　本稿の内容は令和 7 年 11 月現在の制度・法令等に基づいて作成しています。
　　特例措置の延長が検討されているという報道もあり、今後内容が変更される可能性があります。
　　最新の情報は国税庁 HP 等でご確認ください。

税理士　大　和　幸　弘

令和 8 年 10 月からのインボイス制度の変更点について

出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

～北陸税理士会高岡支部役員との懇談会開催～

　高岡法人会では、北陸税理士会高岡支部役員と当会の正副会長との
懇談会を令和７年 12 月 19 日 ( 金 ) に開催しました。
　懇談会では、牧田和樹法人会会長、崎山強高岡支部長の挨拶、税理
士会高岡支部及び高岡法人会の活動状況について説明があったあと、
牧田会長から崎山支部長へ「会員増強に対するご協力のお願い」文書
を手渡し、税理士会高岡支部の税理士先生方に「法人会への加入勧奨」
のお力添えを頂けるよう依頼しました。
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㈱菅野工業所	 青木　宏真
(同)Ｙ . Ｓ . Ｂ不動産	 大坪　洋輔
(福)立野福祉会	 樋口　久幸
(同)やまと屋	 長谷川絵莉
㈱ＲＯＫＡ　ＳＴＹＬＥ	 荒木　信幸
(弁)本田総合法律事務所	 本田　隆慎
㈲丸一	 高井　俊博
三和レンタリース㈱	 村西　弘年
㈲北陸基礎技術工業	 下村　一郎
マルセ産業㈱	 中林　浩文
㈱四季彩の店一新堂	 長井　繁典
㈱ダルハン貿易商会	 李　　達喜
㈱ FREE INNOVATION	 辻　　眞一

タカタ硝子建材（高岡市）	 高田　伸一

新会員のご紹介

㈱アラビアン	 下　　繁外
(医)真生会	 真鍋　恭弘
㈱酔助代行	 川波　正樹
㈱古いち堂	 古市　　誠
㈱協和建興	 磯部　　渉
㈱ Hatsuhana	 江田　考輝

㈱ＪＡ保険サービス	 南　　勇樹
(農)島尾営農組合	 堀井　重則
瞳土建工業㈱	 田組ひと美
㈱マエダ	 前田優実子
㈱福榮	 梶　裕一郎
サンコー地所㈱	 久保　健三
㈲桝形開発	 小清水勝則

法　人　名 代 表 者 法　人　名
高岡市 射水市

氷見市

賛助会員

代 表 者

新会員ご紹介のお願い

令和７年８月〜

高岡税務連絡協議会 e-Tax 利用推進グッズ贈呈

福岡高校書道部書道パフォーマンス

　高岡税務連絡協議会（会長　牧田和樹高岡法人会会長）は、令和７年
10 月 27 日 ( 月 )、e-Tax の周知と利用促進のため、マーカー付きボールペン
4,000 個を高岡税務署に寄贈しました。
　高岡税務連絡協議会は、高岡法人会、北陸税理士会高岡支部、高岡
税務署管内納税貯蓄組合連合会、高岡税務署管内青色申告会連合会、
高岡間税会及び高岡小売酒販組合で構成されており、毎年、e-Tax 利用
推進グッズを高岡税務署に寄贈しています。

　高岡税務連絡協議会は、令和７年 12 月 19 日 ( 金 ) 確定申告を
ＰＲするための書道パフォーマンスを、あいの風とやま鉄道高
岡駅にて行いました。
　福岡高校書道部員８名が、縦３メートル、横６メートルの紙に、

「税務署に行かなくていいんです」「スマホ申告」など e-Tax で
の確定申告や「キャッシュレス納付」を呼びかける言葉を書き
ました。

　高岡法人会では、支部研修会、決算期別説明会、改正税法
研修会、年末調整説明会、雇用管理研修会、セミナーや講演
会の開催の他、全会員に「税制改正のあらまし」「わかりや
すい年末調整実務のポイント」「会社取引をめぐる税務Ｑ＆
Ａ」「会社役員のための確定申告実務のポイント」等の冊子
を送付しています。
　また、会員交流を目的とした異業種交流視察研修旅行や、
青年部会主催の税経セミナーや懇親会、女性部会主催の教養

講座や視察旅行も実施しており、法人会に加入する様々な業
種の経営者と交流することができます。
　さらに、厚生連高岡健康管理センターのＰＥＴ - ＣＴ検診
費用について法人会会員特典５％割引が適用されます。
　会員の皆様には、取引先やお知り合いの方で、法人会に加
入されていない方がおられましたら、ご紹介お願いします。
　ご連絡は、事務局（０７６６－２３－８８５５）までお願
いします。
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